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社会福祉法人ももの会第三者委員会からの報告について 

 

１ 趣旨 

 社会福祉法人ももの会（以下「ももの会」という。）が設置した第三者委員会による特別指導監

査で指摘した事項についての調査結果が、ももの会より提出されましたので、その概要について

ご報告いたします。 
 
 

２ 主な経緯 

  市からももの会へ平成 29 年８月 25 日に特別指導監査結果通知を発出し、９月末・10 月末に市

へ改善報告書の提出を求めました。 

＜特別指導監査結果通知で指摘した主な違反及び不適切な事項＞ 

二重請求及び過剰な支出、補助金の請求誤り、1,000 万円余の現金が会計未処理(簿外で管理)、

おむつ代等の名目で保護者から徴収した現金を支出せず所持（プール）など 

平成 29年 10月 30日にももの会から市へ改善報告書が提出されましたが、原因調査及び究明が

不十分であり、再発防止策も十分とは認められなかったため、11月 20日に市から再報告を求めま

した。この際に、法人とは独立した第三者委員会を設置するなどして専門家らによる調査を行う

よう求め、12月４日に法人内に第三者委員会が設置されました。 

   平成 30 年２月 28日に第三者委員会は、ももの会へ調査報告書を提出し、ももの会は、３月 12

日に市へ第三者委員会調査報告書及び声明を提出し、３月 13日に公表しました。 

  
 
３ 第三者委員会構成員 

 

氏名 略歴（いずれも弁護士） 

篠崎 百合子 

（委員長） 

・横浜弁護士会副会長（平成 15年度） 

・逗子市情報公開審査委員、逗子市個人情報保護委員・運営審議会委員、

藤沢市個人情報保護審査会委員、鎌倉市市有財産評価審査会委員、同

市建築紛争審査会委員 

小林 雅信 ・横浜市情報公開・個人情報保護審査会委員 

・逗子市情報公開審査委員、逗子市個人情報保護委員 

前田 康行 ・横浜弁護士会副会長（平成 25年度） 

・逗子市情報公開審査委員、逗子市個人情報保護委員 
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４ 第三者委員会調査報告内容 

＜留意点＞ 
委員会は、前理事長及び施設長や職員にヒアリングしたが、曖昧な話を繰り返したり、記憶に

ないとは考えられない事柄に関し、覚えていないと話したり、前理事長を庇っているとしか考え

られない発言が多く見られ、必ずしも十分なヒアリングが実施できなかった。ヒアリングをほぼ

終えた段階で、委員会に対し非常に重要な情報が寄せられ、可能な範囲で調査したが、時間的な

制約から調査を完結することはできなかった。 

(1)ずさんな現金管理について 

保護者からの徴収金については、開園当初から簿外となっており、前理事長や施設長及び会計

担当職員が「理事長室で現金のまま保管」と弁明していたが、それは虚偽であり、前理事長個人

名義の口座で保管されていた。開園からの簿外収入は、職員からの徴収金や「キックバック」を

想起させるような取引も含め、約 5,859万円以上と推計される。 

前理事長は、委員会の調査に対して虚偽の説明を繰り返していたことから、自らの違法性を十

分に認識していたと考えられ、明らかにももの会の資産が入金されていると思われる口座につい

て「私個人のお金で」と説明するなど、不法に領得する意思が認められ、横領罪が成立する可能

性が高い。前理事長の行為は、理事の解任及び職員の懲戒免職に相当する。ももの会は、前理事

長に対し、民事訴訟も視野に入れて損害賠償請求をすべきであり、今までの経過を鑑み、前理事

長が正直に事実を話すとは考えられず、強制的な捜査権限を有する機関による捜査が不可欠であ

る。 

(2)二重の支出について 

二重の支出の原因となった領収証の切り取り（首標部分と明細部分を切り取り、２通の仕訳伝

票を作成した行為）について、前理事長は、故意ではなく間違いであった旨弁明していたが、関

係職員へのヒアリング等により、その弁明は合理性に欠け、前理事長は正に二重の請求を行うた

めに領収書を切り取り、仕訳伝票を２通作成し、それぞれ別の施設へ請求した可能性が高い。ま

た、会計担当職員の関与も疑われる。なお、横浜市が指摘した 35件以外の二重支出の有無につ

いては調査未了である。 

 (3)過剰な支出について 

過剰な支出（前理事長及び親族が函館研修にグランクラスを利用したもの）について、多くの

職員は最も安価な交通手段を利用しグリーン車は利用しないと述べたことから、移動手段を制限

した規程はないという前理事長の弁明は事実に合致していない。前理事長の親族のみが有給で海

外研修をした事実からも、前理事長のももの会の私物化、前理事長親族の公私混同が過剰な支出

の原因である。 

 (4)向上支援費の請求について 

請求書に記載した労働時間と実態とが大きく異なり、請求が過大になると知った上で向上支

援費の請求を行ったとし、前理事長や施設長及び会計担当職員らが弁明した「請求誤り」では

なく、不正請求の可能性が高い。 
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 (5)保護者からの徴収金について 

   上記(1)のとおり、前理事長の個人口座で保管されていたが、未だその詳細は解明されている

とは言えない。口座の精査と共に徴収簿や集金簿等の精査が必要であるが、一連のももの会の

対応の遅さから、それらの偽装が疑われる。 

 (6)不適切な職員配置について 

不適切な職員配置の原因は、ももの会が弁明したような施設長の認識不足ではなく、前理事長

が改善を図らず実情に見合わない給付を受けたことにある。 

 (7)不適切な苦情対応について 

「苦情」と「要望」の区別について、市と見解が異なり、「苦情」にあたるものはこれまでも

適切に対応してきたというももの会の弁明を踏まえ、委員会で保護者アンケート及び面談を実施

した。それらの結果から、ももの会は苦情を恣意的に「要望」に振り替え、苦情を０件としてい

たとも考えられる。不適切な苦情対応の原因は、他事例で見られるような前理事長の保身に走る

性格または態度が、保護者からの苦情が適切に解決されてこなかった大きな原因であり、より良

い苦情解決システムを構築するだけでなく、前理事長の影響をももの会からなくすことが不可欠

である。 

 (8)職員の研修参加について 

研修制度については、理事長の親族のみ有給の海外研修に参加し、かつ、報告書等を一切提出

しておらず、他の職員はこれに匹敵するような長期の有給の研修に参加していなかった。ももの

会が弁明するように「特定又は一部の職員だけが利益を受けた事実はない」と断言してよいか疑

問が残る。適切な研修規程及び細則を整備すべきである。 

(9)誤りの報告について 

土曜給食の書類の記載誤りの原因は、前理事長が主導して改ざんを行ったと考えるのが自然

である。さらに、定期監査で使用された「自己点検表」に保護者からの徴収金についての記載

が不充分であったのは、前記のとおり、この徴収金は前理事長による故意の簿外処理及び不法

領得の可能性が高いことから、前理事長が弁明した「記載誤り」「失念」「誤信」ではなく、意

図的に事実とは異なる記載がされたと考えられる。また、平成 29年４月 14日提出の「改善報

告書」の記載の矛盾について、前理事長は退職した職員による偽造と従前の説明とは異なる説

明をしたが、そのような行為を行う合理的理由はなく、信用するに値しない。苦情処理と同様、

前理事長の影響が多大であるためと思われるので、その支配を排除することが不可欠であると

考える。 

 (10)議事録誤り及び役員の印章保管、承諾書の作成等について 

議事録の記載誤り及び役員の印章を使用しての書類作成の原因は、理事等役員のほとんどが前

理事長の親戚、古くからの知己、取引先などその意に沿う人物であったこと、選任にあたり「出

席するだけでいいから」「名前を貸してくれ」など説明し、前理事長の思い通りに理事会等を運

べるようにしていたためである。前理事長が社会福祉法人の理事等役員の役割を認識せず、ほと

んどの理事が社会福祉法人の理事としての果たすべき役割を認識しておらず社会福祉法人の業

務執行機関として、理事会を構成する理事が相互に十分な議論を行うことがなかった。 
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(11)改善策の検討 

ア 従業員教育によるコンプライアンスの徹底 
    施設長、職員には、社会福祉法人の運営が自治体などからの公金である補助金により成り

立っているということを再度強く認識させる必要がある。関係法令、各種規程等について法

令の遵守を徹底するための従業員教育として、専門家等による研修を十分に行う必要がある。 
  イ 理事会の再編 
    前理事長が退陣したとしても、その他の親族や、施設長、職員や役員が多数残る。前理事

長とまったく無関係の、そして保育実務に精通した人物を理事長として迎えることを検討す

べきである。また、理事、監事、評議員等についても、一定数は前理事長と無関係の人物を

新たに迎えることを検討すべきである。 
 
 ＜まとめ＞ 

第三者委員会が行った各調査の結果から、全体を通して以下のような点が認められました。 
（1） 第三者委員会が行った調査・事実認定及び原因究明には一部未了事項があります。二重支

出やずさんな現金管理については、調査後もなお詳細が判明していない部分が残っており、

法人らによる更なる調査を要するものがありました。 
（2） すべての項目につき、法人として適切な対処を行ったと評価された項目がありませんでし

た。 
９月時点、10月時点で提出されたももの会の弁明のすべてについて、委員会から適切な説

明がなされていたと評価されたものがありませんでした。 
（3） ほぼすべての項目において、前理事長が主導的に行った、または、影響力を及ぼしたとさ

れており、前理事長が運営のすべてを自分の手中に収めようとし、法人の組織体制、チェッ

ク機能を無視し、運営の透明性確保がなされていなかったことが判明しました。 
（4） 施設長や職員について、関与していない部分もあるものの、多くの事例で前理事長の影響

下等にあり、結果として前理事長と同様不適切な関与を行っていました。 
（5） 役員等については、そのほとんどが前理事長の友人や取引先であり、役員等の役割を認識

しておらず、前理事長を糺すことができる組織体制とはなっていませんでした。 
（6） 上記のような状況から、現状においても改善が行われていないと評価された項目が多くあ

りました。 
 
 
５ 法人の対応状況 

  ３月５日に開催されたももの会の理事会及び評議員会において、上山前理事長の理事からの解

任及び戸塚芙蓉保育所施設長からの解任が決定しました。 
  ３月 12日に役員らの辞意が表明されたことから、早急に新体制を構築し、さらなる調査を行い、

前理事長及び関係職員に対して厳正な対応をするとの内容の声明を 13日に公表すると共に、同日、

保護者へ配布しました。 

  本件に関する保護者説明会については、３月中に行う予定です。 
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６ 本市の対応 

ももの会からの改善報告書の提出が遅延していることから、平成 30年３月 23日までに提出す

ること、法人及び施設の改善のために必要かつ具体的な改善措置を講ずるよう勧告しました。そ

の際、前理事長の影響を排する執行体制案についても提出するよう求めました。 
今後、ももの会が新たな体制を構築し、改善が進むよう、引き続き注視していきます。なお、

一定の期間を経ても改善が見込まれない場合、法人に対しては改善命令や業務停止命令、施設に

対しては改善命令や確認の取消など、さらなる指導を検討していきます。 
 
 
【参考】  社会福祉法人ももの会 概要 

 ・法人所在地 横浜市戸塚区 3417 
 ・理事長   井島 勇治（いじま ゆうじ） 
  ※前理事長 上山 福惠子（うえやま ふくえこ） 
・横浜市内にて認可保育所５施設、小規模保育事業所１施設を運営 

施設名 芙蓉 
保育園 

戸塚芙蓉 
保育所 

もも 
保育園 

南戸塚 
保育園 

丘の上 
保育園 

東戸塚赤

ちゃん保

育園 
事業種別 認可保育所 認可保育所 認可保育所 認可保育所 

(民間移管) 
認可保育所 小規模 

保育事業 
所在区 戸塚区 戸塚区 泉区 戸塚区 戸塚区 戸塚区 
開設年月日 H14.4.1 H25.4.1 H18.4.1 H20.4.1 H28.4.1 H27.4.1 
施設長 小林美智子 （未定） 上山久里子 須藤富惠子 加藤富美子 日比谷陽

子 
定員 90 人 60 人 60 人 90 人 44 人 19 人 
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社会福祉法人ももの会 第三者委員会 「調査報告書」の概要 

 

 

１ 調査事項 

 ももの会からの依頼に基づき、下記事項について調査を行った。 

 （１）二重の支出が行われた原因の調査 

 （２）過剰な支出の原因の調査 

 （３）向上支援費が誤って請求された原因の調査 

 （４）ずさんな現金の管理が行われていた原因の調査 

 （５）平成 29 年度の丘の上（保育園）の職員配置が基準を満たしていなかった原因の調査 

 （６）土曜給食の書類（自己点検表、給食日誌）に誤りがあった原因の調査 

 （７）丘の上の出勤簿について、配置基準を満たしているよう改めて作成した原因の調査 

 （８）保護者からの徴収金について、自己点検表の記載に誤りがあったことの原因の調査 

 （９）平成 29 年４月 14 日付け改善報告書に記載の誤りがあったことの原因の調査 

 （10）議事録に間違った記載がなされた原因の調査 

 （11）役員関係の印章を使用して、就任承諾書、議事録を作成した経緯の調査 

 （12）改善策の検討 

 

２ 調査結果 

 （１）主な関係者 

  理事長 

前理事長（兼 戸塚芙蓉保育所施設長） 

各園の施設長（５名） 

法人役員等（理事、前理事、監事、評議員等）（19名） 

  本部職員（２名） 

  保育士、栄養士等（14 名） 

 

 （２）ずさんな現金管理について（報告書第３－４、27頁～44頁参照） 

   簿外処理していた現金の管理について、従来ももの会が弁明していた「理事長室で現金の

まま保管」というのは虚偽であり、横浜農業協同組合戸塚支店（以下「ＪＡ横浜」という。）

の前理事長個人名義の普通貯金及び、定期貯金（別紙８、別紙９）の口座に入金されていた

ことが判明した。 

   委員会は、現理事長の協力を得て、金種(別表７)の確認を行い、又、前理事長の同意のも

とＪＡ横浜に係る個人口座の有無及びその取引履歴を調査し、以下の事実が判明している。 

① ＪＡ横浜の取引記録には、取引履歴にコメントを入れられるという独自の機能によ

るコメントが残されているが、それらから、ほぼすべての普通貯金口座において、保

護者や職員等からの徴収金を原資とする現金が入金されていたことが判明した。（35

頁） 

② 普通貯金のほとんどの口座は、平成 28年 12月 12日に残金全額（約 1,712 万円）の

出金処理がなされ、ほとんどの口座が平成 29 年４月 28 日に解約（約 146 万円）され



2 

 

ている（35 頁）。同様に、定期貯金については、７口座が平成 29 年５月 12 日に解約

され、現金で払い戻されている（約 1,887 万円）（37頁）。 

    ③ 一部に業者からの「キックバック」を想起させるような取引履歴が存在した。（38 

頁） 

    ④ 開園からの簿外収入については、最低約 5,859万円以上。（40頁、42～43頁） 

      【内訳】 

 金額 備考 

保護者等から徴収した

金額合計（H24年度以降） 49,846,393 職員からの徴収分等も含む 

平成 24 年度以前の口座

残高 8,757,223 

定期貯金、普通貯金 No.21 を

除く 

計 58,603,616  

 

    ⑤ 前理事長は、ＪＡ横浜の口座について委員会が言及するまで、自らその存在を明か

すことはなく、隠そうとしていた。また、理事長室で現金のまま保管という弁明は虚

偽であった。そのほか、No.21 の口座について、明らかにももの会の資産と思われる

現金が入金されていながら、「私個人のお金で」と説明した。（34頁、37頁）       

    以上のような事実を踏まえ、前理事長は現金についてはＪＡ横浜で管理していたと説明

し、横領する意図はなかったとしているが、前理事長がＪＡ横浜の個人名義の口座に保護

者等から徴収した現金を入金していた行為は、ももの会の資産である現金を不法に領得し

たものであり、横領罪が成立する可能性がきわめて高いと判断する。（43頁） 

その理由として、法人であるももの会の収入にあげるべき金員を、ももの会の帳簿に開

園当初から計上せず、個人名義の口座に入金していたことや、委員会の調査に対して、理

事長室で現金のまま保管していたなどの虚偽の説明を繰り返していたことなどが、自らの

違法性を十分に認識していたからと考える。 

また、横領でなかったというならば、前理事長が積極的に、それを裏付ける資料を早急

に提示するように依頼をしたが、調査期限までには、何らの提示が無かった。よって、委

員会としては前理事長が、簿外で、かつ、ＪＡ横浜の個人口座で保管していた理由は、そ

れを不法に領得する意思があったためと判断する。 

    前理事長の行為は、理事の解任事由に相当するだけでなく、職員としての地位について

も重大な懲戒事由に相当し、懲戒免職に相当する。（44頁） 

    ももの会は、前理事長に対し、民事訴訟手続も視野に入れて、更なる賠償請求をすべき

と考える。 

また、今までの経過を鑑みれば、前理事長が正直に全貌について事実を話すとは考えら

れないため、強制的な捜査権限を有する機関による捜査が不可欠と判断する。また、法人

としての公共性や公益性等にも鑑み、ももの会としては、前理事長に対して、告訴手続等

厳正な態度をとるべきであると考える。 

 

 （３）その他の調査事項 

  （ア）二重の支出について（第３－１、10頁～16頁） 
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     35件の二重支出（47 万 7,213円）については当該金額は返還済である。 

前理事長が二重に伝票を切り離した理由等について、前理事長の弁明は合理性に欠け、

真の理由を述べていない。前理事長が、正に二重の請求を行うために同一領収書の首標

部分と明細部分を切り取った可能性が高い。 

     また、ももの会から、上記 35件以外で二重の支出の可能性がある合計額は 57万 9,836

円に加えて、二重支出に該当するか不明な支出が 15 万 6,332 円あるとの報告があった。

報告の根拠となる一覧表に誤りがある旨の説明が法人顧問弁護士よりあり、修正につい

て説明を求めたが、これらの提出はなかった。その金額を特定し、根拠を明らかにすべ

きである。 

  （イ）過剰な支出について（第３－２、16頁～17頁） 

     （理事長等の出張に関する）過剰な支出分については返還済である。 

     ももの会に明文化されてはいないが最も安価な交通手段を使用しグリーン車は利用し

ないという内規があったと認められる。法人に移動手段を制限した規定はないという法

人の弁明は事実に合致しているのか疑問であると言わざるを得ない。 

     以上に加えて、職員②（親族）のみが有給で海外研修をした事実からも、前理事長の

ももの会の私物化、前理事長親族の公私混同が過剰な支出の原因である。 

     合理的かつ公平かつ明確な旅費の基準を持った旅費規程を策定すべきである。 

  （ウ）向上支援費の請求について（第３－３、17頁～27頁） 

     過大に請求していた保育所の 547 万 2,000 円及び、東戸塚の約 500 万円計約 1,047 万

円は、返納済みである。 

     職員①～⑧については調査の結果、雇用状況表と実際の労働時間等が大きく異なって

おり、そのことを知った上で、向上支援費の請求が過大になることを知りながら雇用状

況表を作成したものと判断され、不正請求があったと判断されてもやむを得ない。 

     公金からの経済的補助の伴う事務について厳格な正確性が求められていることを認識

すべきである。 

  （エ）保護者からの徴収金について（第３－５、44頁～45頁） 

     当初の弁明にあった保護者からの徴収経費について、現金のまま簿外で管理されてい

たのではなく、前理事長名義のＪＡ横浜の口座で保管されていたことが判明したが、未

だその詳細は解明されているとは言えない。 

口座の精査、徴収簿や集金簿等の精査が必要である。 

     また、前理事長への事情聴取等によりさらに精査すべきである。 

     一連のももの会の対応にはその対応の遅さから、偽装についても疑われる。 

  （オ）不適切な職員配置について（第３－６、45頁～46頁） 

     東戸塚赤ちゃん保育園において配置基準を満たさなかったことによる職員配置基準、

管理者設置加算に関する過剰給付については、約 500 万円を返納済みである。また、現

状では職員配置は改善されている。 

     問題の原因はももの会の弁明にあるような施設長の認識不足ではなく、前理事長がい

ずれの基準も満たさない事実を知りながら、改善を図ろうとせず、実情に見合わない給

付を受けたことにある。 

     法人経営が強い遵法精神のもと行われれば、改善されると思われる。 
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  （カ）不適切な苦情対応について（第３－７、47頁～48頁） 

「苦情」と「要望」の区別について、市と見解が異なり、「苦情」にあたるものはこれ

までも適切に対応してきたというももの会の弁明を踏まえ、平成 30 年１月 15 日から別

紙３の１、２による保護者からの苦情に関するアンケートを実施した。 

なお、ももの会の各施設の監査時の自己点検表によれば、過去３か年の苦情件数はい

ずれも０件となっている。 

     計５通の書面回答と、回答者３名との面談を踏まえると、いずれも苦情を恣意的に「要

望」に振り替え、苦情を０件としていたとも考えられる。 

     苦情解決のための第三者委員の選任も前理事長の独断で行われており、他事例で見ら

れるような前理事長の自己保身に走る性格または態度が、保護者からの苦情が適切に解

決されてこなかった大きな要因と考えられる。 

     今後、適切な苦情解決処理を行っていくためには苦情解決に係るシステムの構築と、

前理事長の影響をなくすことが不可欠である。 

  （キ）職員の研修参加について（第３－８、48頁～49頁） 

     職員②（親族）の有給での長期海外研修について、本人は報告書等を一切提出してい

ない。他職員において、国内他都市について土・日を利用した研修の事例は確認できた

ものの、上記に匹敵するような事例は確認できなかった。ももの会が弁明するように「特

定又は一部の職員だけが利益を受けた事実はない」と断言してよいか疑問が残る。 

     適切な研修規程及び細則を整備すべきである。 

  （ク）誤りの報告について（第３－９、49頁～51頁） 

     給食日誌の改ざん等に関するももの会の弁明は合理性に欠け、前理事長が主導して改

ざんを行ったと考えるのが自然である。 

     （監査のための）自己点検表資料において、保護者からの徴収金に関する記載が不充

分であったことは、前記のとおり、この徴収金は、前理事長による故意の簿外処理及び

不法領得の可能性が高いことから、ももの会の弁明にある「記載誤り」「失念」「誤信」

ではなく、意図的に事実とは異なる記載がなされている。 

平成 29 年４月 14 日提出の「改善状況報告書」の記載の矛盾について、前理事長は退

職した職員によって印章が偽造された旨、従前の弁明とは異なる説明をしたが、そのよ

うな行為を行う合理的理由はなく、信用するに値しない。 

前理事長の指示のもと土曜日の給食に関する記載が行われ、保護者徴収金についても

前理事長による故意の簿外処理と関連する意図的な偽装の報告であると考えられる。丘

の上施設長は実態とは異なる書類作成について安易に行っており、書類作成に対する規

範意識が鈍磨している。 

苦情処理等と同様、前理事長の影響が多大であるためと思われるので、その支配を排

除することが不可欠であると考える。 

  （ケ）議事録誤りについて（第４－１～９、51頁～61頁） 

     本件に関しももの会の役員等（理事、評議員、監事、評議員選任・解任委員）らにヒ

アリングを行った。 

     平成 29 年３月 27 日理事会については、ももの会から、データを上書きしているので

関与部分を特定できないので、今までは議事録作成者を特定できないという報告があっ



5 

 

た。 

欠席者の出席の記載など、容易に発見できる誤記載も理事から指摘されたことが無い

ことから、理事らは本件議事録を確認していないことが認められる。 

審議の経過のとおりに作成されていたかは多いに疑問である。補充理事選任等に関し

て真実、理事による審議がなされたのか、手順を遵守して議決に至ったのかについても

疑問である。 

同日の評議員選任・解任委員会については、ヒアリング結果から委員会は開催されな

かったと認定でき、その議事録は虚偽文書であると認定できる。平成 29年９月１日に開

催時間を修正する決議がなされ、修正した議事録が作成されたが、上記の理由から修正

後議事録も正しい内容が記載されていない。 

  （コ）役員の印章保管、承諾書の作成等について（同） 

     多くの役員は、印章を預け、その印章を用いて書類を作成することを容認していたと

思われる。承諾書の作成において、前理事長からの口裏合わせの依頼があったことが判

明している。一方、書類の作成に必要と思って印鑑を預けているなどの発言もあり、役

員ら本人が自由に印鑑を使うことを認めていた可能性も否定できず、承諾書を偽造した

とまでは断定できない。 

     （ケ）（コ）に共通する原因として以下が認められる。 

     ももの会が理事等役員の役割や理事会を業務執行権限のある機関としてまったく尊重

してこなかったことと、理事等役員の役割の認識欠如。 

     理事等役員のほとんどが、前理事長の親戚、古くからの知己、取引先などその意に沿

う人物を選任している。 

     役員の依頼等にあたり、「出席するだけでいいから」「名前を貸してくれ」など、自分

の思い通りに理事会を運べるようにしていた。 

     前理事長が社会福祉法人の理事等役員の役割を認識せず、ほとんどの理事が社会福祉

法人の理事としての果たすべき役割を理解しておらず社会福祉法人の業務執行機関とし

て、理事会を構成する理事が相互に十分な議論を行うことがなかった。 

     前理事長が法人の運営についてすべて自分の手中に収めようとし、法人の組織体制や

そのチェック機能を無視することとなり、法人運営の透明性確保に努めるものが誰もい

なかった。 

 

３ 再発防止について 

 （１）従業員教育によるコンプライアンスの徹底（第５－１、61頁～62頁） 

    施設長、職員には、社会福祉法人の運営が自治体などからの公金である補助金により成

り立っているということを再度強く認識させる必要がある。関係法令、各種規程等につい

て法令の遵守を徹底するための従業員教育として、専門家等による研修を十分に行う必要

がある。 

 （２）理事会の再編（同、62 頁～63頁） 

    前理事長が退陣したとしても、その他の親族や、施設長、職員や役員が多数残る。 

前理事長とまったく無関係の、そして保育実務に精通した人物を理事長として迎えるこ

とを検討すべきである。 
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また、理事、監事、評議員等についても、一定数は前理事長と無関係の人物を新たに迎

えることを検討すべきであると考える。 

そのために、役員報酬の有償化も一つの方策として検討に値すると考える。 

 

【参考】 

 １ 第三者委員会設置の経緯及び調査に関する事項（第１－１～６、４頁～８頁） 

 （１）設置に至る経緯 

   平成 28年 11月のももの会の運営する保育所への一般指導監査、平成 29年 4月の特別指

導監査の結果、二重の支出など多くの問題が発見され、平成 29 年８月 25 日には「社会福

祉法人ももの会への特別指導監査結果について」（こ監第 138 号）「保育所の特別指導監査

結果について（通知）」（同）「小規模保育事業の運営に関する改善指導について（通知）」

（こ保運第 1107 号）等が発出され、改善報告を数度にわたり期限を定めて求められたが、

提出した改善報告書はいずれも徹底した原因調査とその分析が完了したとは認められない

ものであった。 

横浜市から再報告の指示があり、独立した専門家らによる調査、例として第三者委員会

の設置等を検討するよう求められ、ももの会の委任を受けて、平成 29 年 12 月４日に、第

三者委員会が設置された。 

 （２）第三者委員会の構成 

    委員長 篠崎百合子（篠崎百合子法律事務所 弁護士） 

    委員  小林雅信（小林雅信法律事務所 弁護士） 

    委員  前田康行（MAEDA YASUYUKI 法律事務所 弁護士） 

 （３）委員会開催経過 

    平成 29 年 12月６日：第１回委員会～平成 30年２月 27日：第 28回委員会 

    平成 30 年２月 28 日：委員会からももの会理事長へ報告書提出 

 ２ 法人概要（第２－１～２、８頁～10頁） 

  平成 13年 11月 27日設立 

  主たる事務所 横浜市戸塚区戸塚町 3417 番地 

  認可保育所５園、小規模保育事業所１園を運営 

 

  名称 開設 

芙蓉保育園 平成 14年４月１日 

もも保育園 平成 18年４月１日 

南戸塚保育園 平成 20年４月１日 

戸塚芙蓉保育所 平成 25年４月 1日 

丘の上保育園 平成 28年４月 1日 

東戸塚赤ちゃん保育園 平成 27年４月 1日 
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